
 

公 募 説 明 資 料 
 
 
 
    １．物 件 名       棚倉森林管理署庁舎等電気供給業務 
 
    ２．公募公告日    令和８年２月６日（金）  
 
    ３．公募資料交付   令和８年２月６日（金）～令和８年２月２６日（木） 
               （午前９：００～午後５：００） 
                            （ただし、行政機関の休日を除く。） 
 
    ４．応募受付期間   令和８年２月６日（金）～令和８年２月２６日（木）   

              （午前９：００～午後５：００） 
                            （ただし、行政機関の休日を除く。） 
 
    ５．交 付 資 料 
 
 

（１） 棚倉森林管理署庁舎等電気供給業務応募要領 
 
（２）  応募申込書（様式） 
 
（３） 契約書（案）・仕様書 
 
（４） 参考資料・直近１年間の契約状況と電力使用実績 

 
 



棚倉森林管理署庁舎等電気供給業務応募要領  
 
１ 総則  
  棚倉森林管理署庁舎等電気供給業務（以下「業務」という。）の請負者を公募によ

り募集することとし、その実施については、この要領に定める。  
 
２ 業務内容  
  棚倉森林管理署庁舎及び敷地内設備への電気供給業務。  

現在の契約内容及び直近１年間の電気使用量の実績は別添の参考資料「直近１年間
の契約状況と電力使用実績現」を参照すること。  

 
３ 応募資格  
  応募者は、次のすべてに該当する者とする。  
 
 (1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者で

あること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必
要な同意を得ている者は、同条中の特別の理由がある場合に該当する。  

 
 (2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。  
 
 (3) 令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」

において登録され東北地域の競争参加資格を有している者であること。  
 
 (4) 電気事業法第 2 条の 2 の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。  
 
 (5) 契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置

要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。  
 
４ 応募申込書等の提出期限等  
  業務の請負を希望する者は、以下により書類の提出を行う。  
 
 (1) 提出期限：令和８年２月２６日（木） 午後５時  
 
 (2) 提出場所及び問合せ先  
    〒963-6131  福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘７３－２  
    棚倉林管理署 総務グループ 事務管理官（経理担当） 電話 0247-33-3111 
 
 (3) 提出書類  

ア  応募申込書（別紙１）  １部  
イ  応募者の概要（会社概要等）  １部  
ウ  ３の(3)で示す資格審査結果通知書の写し  １部  
エ  ３の(4)を満たすことを証明する書類の写し  １部  
オ  契約内容についての提案資料※  １部  

※当該電気供給業務を行うに当たって、応募者が提案する料金メニュー 
及び電気供給までの作業スケジュール等の資料（任意様式）  

 
 (4) 提出に当たっての留意事項  

ア 持参により提出する場合の受付時間は、平日の９時から１７時までとする。  
イ 郵便等により提出する場合は、「(1)提出期限」内に、「(2)提出場所」に到着し

たものまで受け付ける。  
  ウ 提出された書類に不備があった場合は無効とする。  

  エ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことは
できない。また、返還も行わない。  

   オ 虚偽の記載をした書類は無効とする。  
  カ 請負者の資格を有しない者が提出した書類は無効とする。  

キ   応募申込書の提出者は、暴力団排除に関する誓約条項（別紙２）について応募  



申込書の提出前に確認しなければならず、応募申込書の提出をもってこれに同意
したものとする。  

ク 暴力団排除に関する誓約条項（別紙２）について、虚偽又はこれに反する行為  
が認められた書類は、無効とする。  

 
５ その他  

(1) 契約相手方の決定方法  
応募要領に基づいて作成した応募申込書を支出負担行為担当官が審査し、応

募資格を全て満たしていると認めた者に見積書の提出を依頼し、予定価格の範
囲内でより安価な見積をした者と契約を締結するものとする。  
 

(2) 契約締結の条件  
契約締結の条件は、令和８年度予算（暫定予算を含む）が成立し、予算示達

がなされた場合とする。  契約締結日は令和８年４月１日、履行期間の開始は令

和８年４月１日とする。ただし、令和８年度予算が成立しなかった場合には、

契約締結日はその予算成立日とする。   
また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期  

間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約  
期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。  
 

(3)   契約条件については、別添の契約書（案）を参照すること。  
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